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手話通訳者（会計年度任用職員）
募集要項
大阪狭山市健康福祉部福祉政策グループ
手話通訳者（会計年度任用職員）の募集と選考を次のとおり実施します。
1． 募集職種及び募集人員　　

	職　　　種
	人　　　　員

	手話通訳者
	１人


２．応募資格

	職　　　種
	応　募　資　格

	手話通訳者
	手話通訳者（都道府県による登録がある）資格、手話通訳士資格、盲ろう者通訳・介助者（都道府県による登録がある）資格のうち、いずれかを有する人


３．応募方法
①
受付期間
　令和８年１月１９日（月）から１月３０日（金）までの月曜日から金曜日まで
　午前９時００分から午後５時３０分まで
②
提出書類（次の２点：提出された書類は、返却しません）
・申込書
　　　・資格内容が確認できるもののコピー

③
申込先
　大阪狭山市健康福祉部福祉政策グループ
　【〒５８９－８５０１　大阪府大阪狭山市狭山一丁目２３８４番地の１】

郵送の場合は、令和８年１月３０日（金）までに必着のこと
４．選考方法
面接
日　時　上記提出書類を受付け後連絡します。
場　所　大阪狭山市役所　別館　
　５．合格者の発表
令和８年２月２０日（金）までに合否の通知を全員に発送します
　６．勤務条件等
①　勤務場所及び業務内容
	職　　　種
	勤　務　場　所　及　び　業　務　内　容

	手話通訳者
	福祉政策グループ
障がい者等に対する手話通訳・要約筆記等による相談支援業務及び窓口業務等全般
パソコン（エクセル・ワード等）を利用しての事務処理


②　報　酬
	職　　　種
	基本報酬月額（週５日勤務）※

	手話通訳者
	２３８,４８１円


※上記の基本報酬月額は、年度途中に改定する場合があります。
※その他条件により、通勤にかかる経費、時間外勤務手当に相当する報酬、期末手当（賞与）
を支給します。
③　勤務日
	　職　　　種
	勤　　務　　日

	手話通訳者
	月曜日～金曜日


※休日：土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日、年末年始（１２月２９日から
翌年の１月３日まで）
④　勤務時間　　
	　職　　　種
	勤　務　時　間

	手話通訳者
	午前９時００分～午後５時００分


　　※　休憩時間は、1日に４５分です。
⑤　任用期間
　　　令和８年４月１日（水）から令和９年３月３１日（水）まで
　　　※選考等の能力実証を行ったうえで、再度任用する場合があります。
⑥　有給休暇
　　１０日を付与
⑦　社会保険
	　職　　　種
	加入内容

	手話通訳者
	厚生年金・健康保険（介護保険を含む。）・雇用保険・公務災害補償保険


(問い合わせ)
大阪狭山市役所　健康福祉部福祉政策グループ　地域福祉担当　℡(072) 360-4043　(直通)
